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Ⅰ 水道の種類（「 □ 」は水道法上の用語） 

 

                                   上 水 道 事 業 

水   道   事   業 

                                   簡 易 水 道 事 業 

                      水道用水供給事業 

水道法適用の水道 

専   用   水   道 

水  道  

簡 易 専 用 水 道 

 

匝瑳市小規模水道      小規模専用水道 

条例適用の水道            小規模簡易専用水道 

 

 

Ⅱ 水道の分類方法 

 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

自己水源(井戸水) 
又は上水混合 

地中又は地表の受水槽

100m３以下（又は100m3を

超えるもので六面点検でき

るもの）でなおかつ 

口径 25 ㎜以上の導管全長

1,500m以下 

小規模専用水道 

 

小規模簡易専用水道 

 

専用水道 

 

簡易専用水道 

 

専用水道 

 

上 水 受 水 

給水人口居住 100 人
を超える又は一日 

最大給水量 20ｍ３ 

を 超 え る 

受水槽 10ｍ３      

以 下 で 
給 水 人 口  
5 0 人 以 上 

受水槽 10ｍ３  を
超 え る 

給水人口居住 100 人
を 超 え る 又 は 

一日最大給水量 

2 0 ｍ ３を超える 

地中又は地表の受水槽

100m３を超える（六面点

検できるものを除く）又

は口径 25 ㎜以上の導管 

全長1,500mを超える 

給水人口居住 100 人
以 下 な お か つ 
一日最大給水量 
2 0 ｍ ３ 以 下 で 
給水人口 50 人以上 


